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宇陀市心の森「多世代交流プラザ」 

（大宇陀温泉あきののゆ） 

指定管理業務仕様書 

 

第１ 総則 

 

１．趣旨 

本仕様書は、指定管理者が行う宇陀市心の森「多世代交流プラザ」（大宇陀温泉あきののゆ）（以下、「大宇

陀温泉あきののゆ」という。）の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．管理運営に関する基本的な考え方 

  大宇陀温泉あきののゆを管理運営するにあたり、次に掲げる項目を遵守すること。 

（１）大宇陀温泉あきののゆの設置目的に基づき管理運営を行うとともに、宇陀市（以下「市」という。）の市民

の健康増進及び地域の活性化に寄与すること。 

（２）利用者が安心して利用できるように、円滑な運営と施設等の適切な維持管理を行うこと。 

（３）効率的な管理運営を行い、経費の縮減と環境負荷の低減に努めること。 

（４）利用者の意見・要望を管理運営に反映させ、利用者にとって快適な施設となるように努めること。 

（５）利用者への対応は、親切丁寧を心がけ、常にサービスの向上に努めること。 

（６）適切な宣伝活動を行い、施設の利用促進に努めること。 

（７）個人情報の保護の徹底及び防犯、防火、救急その他の緊急時の対策について適切な措置を講ずること。 

（８）善良なる管理者の注意をもって、施設を常に良好な状態に管理すること。 

（９）指定管理者が施設の利用者に行う許可、その他の処分については、宇陀市行政手続き条例が適用されるので 

   留意すること。 

（10）施設利用者の被災等に対し、現地で対応する責任を有し、施設又は施設利用者に災害等があった場合は、 

   迅速かつ適切な対応を行い、速やかに市に報告すること。 

 

３．施設の概要 

（１）名 称  宇陀市心の森「多世代交流プラザ」（大宇陀温泉あきののゆ） 

（２）所在地  宇陀市大宇陀拾生２５０番地の２ 

（３）沿 革  平成１１年１１月 大宇陀町心の森「多世代交流プラザ」（大宇陀温泉あきののゆ） 竣工  

        平成１８年 １月 ３町１村の新設合併により、宇陀市心の森「多世代交流プラザ」名称変更 

        平成１８年 ４月 露天風呂改装およびレストラン棟増築 指定管理者制度による運営開始 

（４）施設の概要 

 ・浴室棟：鉄筋コンクリート造り（平屋建て 一部地上２階 地下１階） 

      浴室Ａ、浴室Ｂ、屋内バーデ、屋外バーデ、機械室 

 ・本館棟：鉄骨、鉄筋コンクリート造り（平屋建て） 

      大広間、レストラン、フィットネスルーム、ゲームコーナー、ボディケア、事務所、保健センター 

 ・外構施設等：駐車場、植栽、源泉、送水施設等 

 

４. 利用時間及び休館日 

 （１）利用時間  午前１０時から午後９時まで 

 （２）休館日   毎週木曜日 

  ※指定管理者が必要と認める場合であって、あらかじめ市長の承認を得た時は、変更することができる。指定

管理者は、災害等による不測の事態に起因する場合を除き、変更開始日から起算して２週間前までに、市長

の承認を得なければならない。承認後は、速やかに一般利用者等に広く周知をし、一般利用者等が施設の利

用に支障をきたさないようにしなければならない。 

 

５．指定期間  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで（３年間） 
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６．納付金及び指定管理料 

 （１）施設の管理運営経費は、利用料金及び指定管理者自ら企画・実施する事業収入等を充てるものとする。 

    管理業務の実施に伴い指定管理料の支払いを必要とする場合は、事業計画書に提示すること。提示内容を

    基に協議を行い、双方協議のうえ指定管理料を算定し、基本協定書及び年度協定書に定めることとする。 

     また、利益等が発生した場合の還元については、事業計画書・収支予算書等に提示することとし、同様

    に双方協議のうえ決定することとする。 

 （２）市または指定管理者は、工事・事業の実施及びその他やむを得ない事情により、当初合意された納付金及

    び還元等が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって変更を申し出ることができるも

    のとする。ただし指定管理者が本業務を実施するなかで、利用料金収入の減少及び指定管理者の事情によ

    り管理運営費の不足が生じた場合は、この限りではない。 

 （３）市または指定管理者は、前項の申し出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

 （４）変更の要否や金額変更等については、前項の協議により決定するものとする。 

  

７．関係法令等の遵守 

  指定管理者は、次に掲げる法令、条例、規則及び本募集要項を遵守するものとする。 

 （１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び同法施行令（昭和２２年法律第１６号） 

 （２）労働基準法(昭和２２年法律第４９号)  

 （３）最低賃金法(昭和３４年法律第１３７号) 

 （４）公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９号）及び同法施行規則（昭和２３年厚生省令第２７号） 

 （５）公衆浴場法施行条例（昭和２４年奈良県条例第２号）及び同条例施行細則（昭和６１年奈良県規則第６号） 

 （６）宇陀市心の森「多世代交流プラザ」条例（平成１８年条例第９９号）及び同条例施行規則（平成１８年          

規則第５６号） 

    （７）宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例（平成１８年条例第７号）及び同条施行 

    規則（平成１８年規則第７号） 

 （８）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

  （９）宇陀市個人情報保護条例（平成１８年条例第２５４号）及び同条例施行規則（平成１９年規則第１５号） 

 （１０）宇陀市情報公開条例（平成１８年条例第９号）及び同条例施行規則（平成１８年規則第１３号） 

 （１１）宇陀市行政手続条例(平成１８年条例第１１号) 

 （１２）その他大宇陀温泉あきののゆの管理業務に適用される法令等 

 

第２ 管理運営業務 

 

１．指定管理者が行う業務 

 （１）施設の利用に関する業務 

   ア．業務の内容 

    ①温浴施設・レストラン・自主事業に関すること。 

    ②その他大宇陀温泉あきののゆの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

   イ．施設等の利用許可・制限 

    ①施設、設備、器具の利用の許可に関すること。 

   ②施設、設備、器具の利用の制限に関すること。 

    ウ．利用料金等の徴収・減免等 

    ①利用料金の収納に関すること。（利用料金制） 

    ②利用料金の減免等に関すること。（市と協議） 

    ③行政財産の目的外使用料の収納に関すること。 

 （２）施設、附属設備及び備品等の維持管理に関する業務 

  ア．施設の保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業務を含む） 

   イ．附属設備の保守管理業務（運転、監視、点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業務含む） 

   ウ．外構施設保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の管理業務を含む） 

   エ．備品等維持管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の管理業務を含む） 
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   オ．施設内外の清掃業務 

   カ．源泉地及び送水施設管理業務 

 （３）事務処理業務 

   ア．業務全般に係る庶務（市への事業報告の作成等） 

   イ．経理業務 

   ウ．その他、市長が定めた業務 

 （４）対象外の業務 

   ア．行政財産の目的外使用の許可に関すること。 

   イ．その他市長のみが行うことができる権限に属するもの。 

 （５）保健センター施設の管理業務 

   ア．施設の保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業務を含む） 

   イ．附属設備の保守管理業務（運転、監視、点検、保守、修繕、その他一切の保守管理業務を含む） 

   ウ．外構施設保守管理業務（点検、保守、修繕、その他一切の管理業務を含む） 

   エ．定期清掃業務 

 （６）グラウンドゴルフ場の利用に関する事 

 （７）自主事業運営業務 

   指定管理者は、自らの企画及び負担により本施設内外において、自主事業を以下の条件及び要求水準に基づ

き実施することができる。 

   ア．自主事業の内容は、本施設設置の目的に適合するものとする。指定管理者はその具体的実施内容について

提案し、事前に市の承諾を得ること。運営開始後に、内容の変更を行う場合も同様とする。 

  イ．指定管理者は、自主事業の実施に必要な範囲内において本施設を無償で使用できるものとする。 

  ウ．自主事業の実施に要する費用は、全額指定管理者の負担とする。また、自主事業サービスの利用者より得

られる収入は全額指定管理者の収入とすることができる。 

  エ．広告の掲出を行う場合は、その内容が公序良俗に反するものでないことは勿論、公の施設に掲げるものと

して相応しいものであること。 

（８）その他の運営業務 

  ア．災害時等の対応 

    指定管理者は、災害などの発生に対応できるよう、災害時に必要な最低限の資機材等の用意を行うこと。

また、利用者等の安全確保のため、災害発生の対応マニュアルを整備し、従業員に周知及び訓練を行う等、

緊急時の対応について十分な対策を講じること。また、指定管理者は、災害時等に市が緊急に避難場所とし

て本施設を使用する必要があるときは、本市の指示により、優先して避難者等を受け入れることとする。 

  イ．利用促進業務 

    指定管理者は、利用促進を図るため、積極的かつ効果的に広報･宣伝を行うこと。 

ウ．利用者ニーズの反映 

    指定管理者は、市と協議して本施設で提供するサービスの評価についてのアンケート用紙を作成し、これ

を本施設内にアンケート回収箱と共に日常的に設置し、利用者から回収すること。また、指定管理者は、回

収されたアンケートについてこれをとりまとめ、業務の月報と共に、市に提出すること。 

エ．指定管理者は、その他必要と考えられる利用者ニーズの反映の方策について、市に対して提案することが

   できる。 

 

２．管理運営の基準 

（１）利用時間 

  ア．温   浴  午前１０時から午後９時（受付は午後８時３０分まで） 

  イ．レストラン  午前１１時から午後９時（ラストオーダーは午後８時３０分まで） 

  ウ．ボディケア  午前１１時から午後８時（受付は午後７時３０分まで） 

   ※なお、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。 

（２）休館日   木曜日 

   ※なお、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更することができる。 

（３）利用の許可等 
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   指定管理者は、管理条例及び管理条例施行規則で定めるところにより、大宇陀温泉あきののゆの利用の許可

又は不許可、及び利用の制限又は利用の取り消し等を行う。 

（４）利用料金 

  ア．利用料金制の採用 

   地方自治法第２４４号の２第８項に定める利用料金制を採用し、利用料金は指定管理者の収入として収受

する。 

  イ．利用料金の決定 

利用料金は条例に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。 

 ウ．利用料金の減免 

   指定管理者は、次に掲げるときは、利用料金を減免するものとする。 

①市が公務のために使用するとき  

   ②その他市長が特に必要と認めるとき  

   上記のほか、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減免することができる。 

 エ．既発行回数券は、令和６年度以前分も効力を有するものとする。この使用による使用料金については、指

定管理者が使用済み券を市に提出・請求することにより市が精算する。 

 オ．利用料金の返還 

   指定管理者は、既納の利用料金を返還しないものとする。ただし、条例第１１条の４に規定する利用の許可

の取り消し、又は災害その他の事故により大宇陀温泉あきののゆが利用できなくなったときは、既納の利用

料金の全額を返還するものとする。 

（５）職員の配置基準 

   指定管理者は、管理運営業務の実施にあたっては、次のとおり従業員の配置等に留意すること。 

  ア．大宇陀温泉あきののゆの管理及び施設の利用許可等に支障がない勤務体制とし、不測の事態に備えて代替

の従業員の確保や連絡網の整備に努めること。 

  イ．業務の履行と責任体制を確保するため、常勤の支配人を１名配置すること。開館時間内は、管理運営業務

の責任者を常時１名配置するものとする。 

  ウ．防火管理、調理業務、レストラン運営業務、水質管理、衛生管理業務などに関して、能力及び運営実績を

有する者を配置すること。 

  エ．従業員の雇用は、地元雇用に極力努めるとともに、現在、勤務する従業員の継続雇用について最大限配慮

すること。 

  オ．従業員の資質を高めるため、日頃から積極的に部門別研修を実施し、最低年２回全体の研修会を実施する

こと。また、施設の管理運営に必要な知識と技術の取得に努めること。 

  カ．従業員の勤務条件については、労働関係法令等を遵守すること。 

（６）個人情報の保護及び情報公開における指定管理者の責務 

  ア．個人情報の保護 

   指定管理者は、個人情報の保護に関する法律及び宇陀市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定を遵

守し、個人情報の保護に関し適切な措置を講じなければならない。また、指定管理者が行う管理業務に従事

している者又は従事していた者は、その業務に関し知り得た秘密を漏らし、または自己の利益のために利用

してはならない。 

  イ．情報公開 

指定管理者は、大宇陀温泉あきののゆの管理業務に関する情報公開を行うため、必要な措置を講じなければ

ならない。このため、宇陀市情報公開条例に準拠した規定を設けるものとする。 

（７）施設等の修繕と費用負担 

  ア．指定管理者は、施設・附属設備等に関し、事業計画書に定めのない修繕又は変更を行う場合、事前にその

内容及びその他の必要事項を市に通知し、書面による承諾を得ることとする。 

  イ．修繕費用に関しては、原則として効用持続年数を維持するために必要な程度の維持修繕については指定管

理者の負担によるものとする。投資的な修繕で効果が永年にわたる修繕・大規模改修など資本的価値を高め

るものや設備の更新については市が実施するものとするが、具体的な判断については個々に協議するもの

とする。 

（８）物品の管理 

  ア．備品の管理 

   備品とは、比較的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく利用に耐えるもので、原則として

取得価格が１万円以上の物品をいう。 
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 ①市が所有する備品については、指定管理者に無償で貸与することとし、管理費は指定管理者の負担とす 

る。利用目的に供することができなくなったとき、または亡失のあったときは、直ちに市に報告すること。 

   ②市が所有する備品については、形状の変更、館外への持ち出し、または第三者に貸与若しくは譲渡しては

ならない。ただし、市から貸与の依頼のあった場合はこの限りでない。また、施設内において、保管場所

を移動させた場合は、使用後に元に戻すこと。 

  イ．消耗品の管理 

  指定管理者は、施設運営に支障をきたさないよう必要な消耗品を購入し、管理すること。 

（９）防犯・防災・応急対策等 

  ア．指定管理者は、施設内での事故発生の防止に努めること。 

  イ．指定管理者は、緊急時の対応及び防犯・防災・応急対策について、マニュアルを作成し、従業員に研修、 

指導を行うこと。 

  ウ．指定管理者は、リスクに対する適切な範囲内で施設賠償責任保険に加入すること。 

     なお、市が施設設置者として瑕疵がある場合は、市が損害賠償責任を負うが、その責任が指定管理者の施 

設の管理責任に起因する場合は、指定管理者が損害賠償責任を負うものとする。 

  エ．火災保険は、市において加入する。 

（１０）施設等の変更及び原状回復 

   指定管理者は、施設等に特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承

認を得たときは、この限りでない。また、指定期間が終了したとき又は指定を取り消されたときは、施設等

を直ちに原状に回復するものとする。 

（１１）第三者への一括委託の禁止 

   指定管理者は、管理業務を自ら行うことを原則とし、一括して第三者に委託することはできない。ただし、

清掃、保安等の個別業務については、市長の承認を得て第三者に委託することができる。 

（１２）自己評価の実施 

   指定管理者は、セルフモニタリングなど利用者等からの施設運営に関する意見等を聴取し、適宜、自己評価

を行うなど、サービスの向上に努めること。 

（１３）環境への配慮 

  ア．消耗品の使用にあたっては、環境への負荷の少ないものを選定すること。 

  イ．省エネルギーを推進するため、効率の良い事業計画を立てるように努めること。 

  ウ．廃棄物の発生抑制、減量化及びリサイクルに努め、地産地消の有機野菜など環境に配慮した商品を積極的

に利用するほか、廃棄物が出た際は適正に処理すること。 

 

第３ モニタリングの実施 

 

 １．モニタリング 

    市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、次のとおり

   モニタリングを実施する。指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務などにおいて、基準を満

   たしていないと判断した場合、市は改善措置を講ずる等の指導を行う。さらに必要な場合は、業務の停

   止や指定の取消しを行うことができる。 

 

（１）事業報告 

   ア．事業報告の時期等 

    ・指定管理者は、各年度の事業報告書を翌年度の４月３０日までに市に提出すること。 

    ・年度途中において、指定を取り消されたときは、当該日から起算して３０日以内に当該日までの報告書 

を市に提出すること。 

    ・市が必要と認めたときは、随時報告すること。 

    ・事業報告書及び管理に関する帳簿は、常に整理し５年間保存すること。 

   イ．事業報告書に記載する内容 

    ・管理業務の実施状況 

    ・施設の利用状況 

    ・利用料金等の収入実績 

    ・管理経費の収支・決算状況 
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    ・事業展開（自主事業）の報告 

    ・その他市長が提出を求めるもの 

  イ．利用状況等の報告 

（２）報告の時期等 

   指定管理者は、利用状況等を毎月報告することとし、当該月の翌月の１０日までに市に提出すること。 

  ア．報告の内容 

    ・施設利用状況 

    ・施設管理状況 

    ・利用料金等の収入実績 

    ・その他市長が提出を求めるもの 

 

第４ 調査・指示への対応 

 １．指定管理者は、市から求められたときは、施設・物品・各種帳簿等の実地調査に協力しなければならない。 

 ２．指定管理者は、市から管理運営業務または経理に関して指示を受けたときは、その指示に従わなければなら

ない。 

 

第５ 行政財産の目的外使用 

   地方自治法及び宇陀市行政財産使用料条例（平成１８年条例第５８号）に基づく行政財産の目的外使用につ

いては、市長の許可（行政財産の目的外使用）を得なければならない。 

 

第６ 管理基準等の変更 

   指定管理者が管理基準や施設等について、サービスの効率性や効果性、経費抑制等の理由で見直しを行う場

合は、市と指定管理者との協議により決定する。 

 

第７ 指定の取り消し 

    市が指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は

期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に

損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合 

     指定管理者の責めに帰すべき事由により、管理業務の継続が困難となった場合は、市はその指定を  

取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、市に生じた損害について賠償するものと 

する。 

（２）指定管理者の責めに帰すことができない事由により、管理業務の継続が困難となった場合 

   不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことができない事由により、管理業務の継続が困難になった場

合は、その継続の可否について両者協議のうえ、市はその指定を取り消すことができる。 

 

第８ 業務終了時の取扱い 

    指定管理者は、指定管理者として指定した期間の終了時において、全ての施設が本仕様書で提示した性能

を発揮できる機能を有し、著しい損傷が無い状態とすること。また、他の指定管理者へ業務を引継ぐ場合、

指定管理期間終了時の３か月前を目処に、業務に支障が生じないように適切に引継ぎ業務を開始するものと

する。 

 

 １．指定管理者設置の設備・備品等 

  （１）指定期間の終了時は、指定管理者は自ら整備した設備・備品等を撤去し原状回復することを原則とする。 

  （２）指定管理者は、前項の物件について市に対して無償譲渡することを望む場合は、市にその旨を申し出て、

市が承認した場合において、無償で譲渡することができる。この場合において、市は一切の費用を負担し

ない。 

  （３）指定管理者は、次の指定管理者との間で設備・備品等の継続使用について合意し、市が承認した場合、

それらを撤去せずに次の指定管理者に引き継ぐことができる。 

 ２．関連資料等の引継 
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  （１）指定管理者は、市に対して本件施設の管理運営業務に係るすべての資料を引き渡すこと。 

  （２）指定管理者は、市に対して本件施設を市又は市が指定する第三者が継続使用できるよう、管理運営業務

に関して必要な事項を説明すること。 

  （３）指定管理者は、市に対して施設や設備に係る操作要領、申し送り事項及びその他の資料（本施設の修繕

等履歴及び専用利用に係る予約データを含む。）を引き渡すこと。 

  （４）引継ぎに必要な協力を行うこと。 

 

第９ その他の留意事項 

 

 １．指定管理者は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、指定期間終了後及び指定の取り

消し後においても同様とする。 

 ２．申請書類の著作権は、申請者に帰属する。ただし、市が必要と認めるときは、申請者の許可を得て、申請書

類の内容を無償で使用できるものとする。 

 ３．申請内容に、特許権、標章権、その他法令に基づいて保護される第三者の権利を用いる提案があり、これら

を用いる結果生じる事象に係る責任は、全て申請者が負うものとする。 

 ４．市が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁ずる。また、市の了承を得ることな

く第三者に対してこれを使用させたり、又は内容を提示したりすることを禁ずる。 

 ５．この仕様書に定めるもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じた場合は、市と指定

管理者がその都度誠意を持って協議し、決定することとする。 

 

第１０  提出書類 

 別紙「指定管理者申請様式集」のとおり、提出すること。 

 

第１１  問い合わせ先 

 奈良県宇陀市榛原下井足１７番地の３ 

   宇陀市役所 市長公室 行政経営課 

 TEL  ０７４５－８２－３６３２ 

 FAX   ０７４５－８２－３９００ 

メールアドレス g-keiei@city.uda.lg.jp 
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別表 

 

指定管理者と市の責任分担 

項目 

リスク分担 

市 
指 定 

管理者 

双方

協議 

法令の変更 

指定管理者制度や施設の管理運営に影響を及ぼす法 

令等の変更 
  〇 

上記以外の法令等の変更  〇  

 物価変動・金利変動・税制変更による管理運営費の増  〇  

 著しい物価変動が発生した場合   〇 

需要の変動 

利用料金施設及びインセンティブ（リスク）設定をした使 

用料施設 
 〇  

上記以外の施設 ○   

事故発生（情報漏え 

い等を含む） 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○  

施設・設備の設置に関する瑕疵によるも 〇   

上記以外の理由によるもの   〇 

施設・設備及び備品の

損傷 

指定管理者の故意・過失によるもの  〇  

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの 〇   

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で小規模なもの（３0

万円未満／件 ※消費税相当額を含む） 
 〇  

第三者の行為、経年劣化等による損傷等で大規模なもの（３0

万円以上／件 ※消費税相当額を含む） 
〇   

上記以外の理由によるもの   〇 

施設の増改築、設備の

新設及び備品の購入 

施設の適正な管理運営のため市が必要と認めるもの 〇  
 

 

上記以外のもの。ただし、市の承認を要する。  〇  

施設の維持管理業務 

清掃、施設保守点検、設備法定点検、日常的修繕、保安・警備、樹

木管理、駐車場管理、安全衛生管理、集客イベント開催、光熱水

費支出等 

 〇  

周辺地域・住民・利用 

者への対応 

施設の設置に関する訴訟・苦情・要望・住民反対運動等 

の対応 
〇   

指定管理者が行う業務及び自主事業に起因する訴訟・ 

苦情・要望・住民反対運動等の対応 
 〇  

上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・住民反対運 

動等の対応 
  〇 

第三者への賠償（国 

家賠償法に基づく求 

償権を市が指定管理 

者に行使する場合を 

含む） 

指定管理者としての業務及び自主事業により損害を与 

えた場合 
 〇  

施設・設備の設置に関する瑕疵により損害を与えた場合 〇   

上記以外の理由で損害を与えた場合   〇 

事業の中止、変更、延

期 

期指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  〇  

市の責めに帰すべき事由によるもの 〇   
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項目 

リスク分担 

市 
指 定 

管理者 

双方 

協議 

政治、行政的理由によ

る事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生

じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及

びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負

担 

 

 
 〇 

上記に定めるもののほ

か不可抗力（暴風、豪雨、

洪水、地震、落盤、火災、

テロ、争乱、暴動その他

の市又は指定管理者の

いずれの責めにも帰す

ることのできない自然的

又は人為的な現象）によ

るリスク ※ 

事故発生時の初期対応  〇  

施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、市の所有するものに限る） 
〇   

施設・設備・物品の復旧費用 

（ただし、指定管理者の所有するものに限る） 
 〇  

事業の中止、変更、延期等に伴う費用  〇  

施設修繕や事業履行不能等による大幅な経費増など   〇 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、盗難等犯罪発生  〇  

引継ぎ関連費用 施設運営の引継ぎ（指定管理前の準備を含む）費用の負担  〇  

事業終了時の費用 
指定期間の終了又は指定期間の中途において業務を廃止した

場合の事業者の撤去費用 
 〇  

 

※１ 天災等（地震・台風・感染症等）不可効力への対応 

・ 不可抗力とは、外部から生じた原因であり、かつ指定管理者及び市がその防止のために相当の注意をしても防

止できないものをいう。 

・ 施設、機器等が復旧困難な被害を受けた場合、業務全部の停止を命じることがある。 

・ 復旧可能な場合、その復旧に要する経費は指定管理者と協議する。 

・ 災害発生時は、罹災者への待機、食事提供など、災害対応のために業務の一部又は全部の停止を命じる場合が

ある。 

・ 施設又は利用者が被災した場合は、迅速かつ適切に対応し、災害等の拡大防止に努めるとともに、直ちに市に

報告するものとする。 

・ 市は、指定管理者に対する休業補償は原則的に行わない。 

※２ 市が配置した備品は、指定管理者が管理する。新規に購入する備品については、指定管理者が調達し、購入にあた

っては事前に市に報告すること。 

※３・業務実施に伴って基幹的な施設・機器等が損傷した場合、指定管理者に施設管理上の帰責事由があるときは指定

管理者が、それ以外は市がその復旧に要する経費を負担するものとする。 

    ただし、基幹的な施設・機器等の附属物(設備の消耗品など)の損傷は、指定管理者の帰責事由の有無にかかわら

ず、指定管理者の負担とする。 

  ・基幹的な施設・機器等以外の施設・機器・器具・什器・備品等は、指定管理者が補修更新するものとする。 

  (注)基幹的な施設・機器等とは、・・・・建物全体(柱・梁・床・壁等の主要構 造部)及び主要な設備機器(空調機器・

消防設備等)など。 

・施設管理に関わって必要な消耗品は、指定管理者において適宜補充・交換すること。 

※４ 管理上の瑕疵等の事故、またその他の事態に対応するため、指定管理者はリスクに応じた保険に加入すること。 

 

 

 


